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２－１．はじめに２－１．はじめに
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２－１．１２－１．１ 本説明会でお話すること本説明会でお話すること

本説明会では、以下の内容を中心に説明します。

はじめに
新EDINETのURL変更

マニュアル体系
新EDINETのマニュアル体系

書類提出時の変更点・注意点
コンピュータ環境の変更、新EDINETコードの確認、コード体系の変更
（金融庁整備番号の廃止、ファンドコードの新設）、新規ファンド登録、サ
ブユーザ登録、提出書類データ作成時の変更点・注意点、書類提出手順

書類閲覧の方法
新EDINETでの書類閲覧方法4

2

1

3
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２－１．２２－１．２ EDINETEDINETを利用するユーザを利用するユーザ

EDINETを利用するユーザは大きく分けて、2つのタイプがあります。

書類を閲覧します書類を提出します
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２－１．３２－１．３ EDINETEDINETのホームページのホームページ

EDINETには、「有価証券報告書等の開示書類を閲覧するホームページ」と「開示書

類等提出者のホームページ」があります。

http:// info.edinet-fsa.go.jp/

http:// www.edinet-fsa.go.jp/

有価証券報告書等の開示書類を閲覧するホームページ

開示書類等提出者のホームページ

3/17  9:00～
（公開予定）

3/17  9:00～
（公開予定）
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２－１．４２－１．４ 新新EDINETEDINETへの移行にあたりご注意いただきたいことへの移行にあたりご注意いただきたいこと

新EDINETへシステムが移行される際に、提出書類の状況が「提出済」の情報以外

は移行されません。

提出済

新EDINET

提出済

移行されます

提出を完了したい場合は

3/14 までに提出

作成中

確定待ち

現行EDINET

移行されません
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２－１．５２－１．５ 新新EDINETEDINETへの移行にあたりご注意いただきたいことへの移行にあたりご注意いただきたいこと

新EDINETへシステムが移行される際に、以下のことについてもご注意ください。

マスタユーザのＩＤ／パスワードの確認

マスタユーザ

サブユーザ 移行されません

マスタユーザ 移行されます
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２－２．マニュアル体系２－２．マニュアル体系
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２－２．１２－２．１ マニュアル体系マニュアル体系

EDINETを利用するためのマニュアルが用意されています。各種資料は、EDINET
のホームページからダウンロードしてご利用ください。

○×『書類閲覧操作ガイド』
EDINETを使用して提出書類等を閲覧する操作方法について説明しています。

9

×○『書類提出操作ガイド』
提出者がEDINETを使用して書類を提出する操作方法について説明しています。

8

×○『報告書インスタンス作成ガイドライン』
報告書インスタンスの作成について説明しています。

7

×○『企業別タクソノミ作成ガイドライン』
企業別タクソノミの作成について説明しています。

6

×○『勘定科目の取り扱いに関するガイドラインおよび勘定科目リスト』
企業独自の勘定科目の追加作業を行うための指針および留意事項について説明しています。

5

×○『提出書類ファイル仕様書』
開示書類を提出する際のファイルの名前の付け方、分割の単位など仕様について説明しています。

4

○
※「書類閲覧用」
をご覧ください。

○
※「書類提出用」
をご覧ください。

『端末要件』
EDINETを利用するためのコンピュータの設定について説明しています。

3

×○『平成19年度以前にEDINETコードを取得した方へ』
旧EDINETで書類提出をされていた方で、新EDINETへ移行される方のためのガイドです。

2

○○『EDINET概要書』
これからEDINETを利用する方のためのガイドです

1

書類閲覧する場合書類提出する場合資料No
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２－３．書類提出する方へ２－３．書類提出する方へ
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２－３．１２－３．１ 書類提出の全体フローについて書類提出の全体フローについて

書類提出のための全体作業フローは、以下のような手順になります。

コ
ン
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登
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ブ
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提
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の
提
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提
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の
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完
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Ｎ
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Ｎ
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Ｔ
を
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現行ＥＤＩＮＥＴで書類提出していた方のみ
必要に応じて登録が必要な場合のみ
必ず行う
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２－３．２２－３．２ コンピュータ環境の設定についてコンピュータ環境の設定について

書類提出のための「コンピュータ環境の設定」について説明します。
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２－３．２２－３．２ コンピュータ環境の設定についてコンピュータ環境の設定について

以下の標準的なパソコンで動作を確認しています。

※システムを利用するためには、事前に金融庁のホームページから「安全な通信を行う
ための証明書」を入手する必要があります。
※「Sun VM」とは、サンマイクロシステムズが提供するJavaの仮想マシンのことです。

6.0 Update35.0 Update12
6.0 Update3

Sun VM

Internet Explorer 7.0Internet Explorer 6.0 SP2Webブラウザ

Windows VistaWindows XP SP2ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

1024×768以上1024×768以上
ディスプレイ
解像度

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア

【２】【１】

新EDINET公開時の環境は、変更となる場合があります
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２－３．２２－３．２ コンピュータ環境の設定についてコンピュータ環境の設定について

•EDINETメールの廃止
EDINETからのお知らせ等は登録された事務連絡者のメールアドレスに送信さ
れます。

•EDINETへの電子証明書の登録不要
書類提出時に、署名を付与する場合は事前に電子証明書を取得します。ただし
現行EDINETにあった取得した電子証明書のEDINETへの事前登録は不要と
なります。
電子証明書は「政府認証基盤」が相互認証した民間認証局等から発行されてい
る電子証明書をご利用ください。

•Windows2000の対応終了
新EDINETでは、書類提出する場合に、Windows2000のオペレーティングシス
テムのサポートは対応していませんので、ご注意ください。
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２－３．３２－３．３ 新新EDINETEDINETコードの確認についてコードの確認について

「新EDINETコードの確認」について説明します。
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２－３．３２－３．３ 新新EDINETEDINETコードの確認についてコードの確認について

平成19年度以前にEDINETで書類提出を行っていた方は、EDINETコードが変更さ
れ、新たなEDINETコードが付与されます。

平成19年度以前の
EDINETコード

新EDINETコード

新旧EDINETコード対応表
でご確認ください
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EDINETコード
・提出者の情報

・ファンドの情報

２－３．３２－３．３ コード体系の変更（コード体系の変更（EDINETEDINETコードとファンドコード）コードとファンドコード）

新EDINETでは、コード体系が変更されます。

現行EDINET 新EDINET

EDINETコード
・提出者の情報

ファンドコード
・ファンドの情報関連

付け
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２－３．３２－３．３ コード体系の変更（ファンドコード）コード体系の変更（ファンドコード）

新EDINETでは、複数のファンドを運用し書類提出している会社や個人の場合、以下
のように、ひとつのEDINETコードに複数のファンドコードが関連付けられます。

現行EDINET

EDINETコード

ファンド情報A

EDINETコード

ファンド情報B

EDINETコード

ファンド情報C

新EDINET

EDINETコード

ファンドコードA

ファンドコードB

ファンドコードC

・
・
・

ファンド情報A

ファンド情報B

ファンド情報C
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２－３．３２－３．３ コード体系の変更（コード体系の変更（EDINETEDINETコード）コード）

EDINETコードは以下のような構成となっています。

1文字目は「E」
で始まります。

2文字目以降は、５桁の
数字です。

コード例

E12345

平成19年度以前にEDINETで書類提出を行っている方は

新EDINETコードをご確認ください
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２－３．３２－３．３ コード体系の変更（ファンドコード）コード体系の変更（ファンドコード）

ファンドコードは以下のような構成となっています。

1文字目は「G」
で始まります。

2文字目以降は、５桁の
数字です。

コード例

G12345

平成19年度以前にEDINETで書類提出を行っている方は

新ファンドコードをご確認ください
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２－３．３２－３．３ コード体系の変更（その他）コード体系の変更（その他）

その他、コード体系の変更に伴い、以下の点が変更されます。

金融庁整備番号の廃止

連名提出者のEDINETコードの

取得を義務付け
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２－３．４２－３．４ 提出者情報の補完について提出者情報の補完について

書類提出のための全体作業フローは、以下のような手順になります。
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２－３．４２－３．４ 提出者情報の補完について提出者情報の補完について

現行EDINETをご利用いただいていた方は、書類を提出する方の「提出者情報」およ

び「ファンド情報」の補完・登録が必要です。

提出者情報提出者情報

ファンド情報ファンド情報

不足

提出者情報／
ファンド情報 の

補完・登録
が必要

新EDINETでは・・・
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２－３．４２－３．４ ログイン時の注意ログイン時の注意

「提出者情報」および「ファンド情報」の変更はEDINETへログインが必要です。

ログイン時の注意事項は以下のとおりです。

そのまま利用できます。
原則、現行EDINETでご利用いただいているユーザIDの利用が可能。

ユーザIDユーザID

変更があります。
現行EDINETでご利用いただいているパスワードの利用は不可。

パスワードパスワード
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２－３．４２－３．４ 提出者情報の変更時の注意点について提出者情報の変更時の注意点について

「提出者情報」変更時には、注意が必要です。

本店所在地本店所在地

資本金資本金

上場区分上場区分

書類提出先の財務局等が自動決定
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２－３．５２－３．５ 登録届出について登録届出について

「登録届出」について説明します。
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EDINET

送付

２－３．５２－３．５ 登録届出について登録届出について

新規に書類をEDINETへ提出する場合、EDINETを利用するための登録届出が必要
です。登録届出を行うと、「EDINETコード」「ユーザID」「パスワード」を取得できます。

なお、登録届出は書類提出のたびに毎回登録する必要はありません。

EDINETコードEDINETコード

ユーザID ユーザID 

パスワードパスワード

登録届出登録届出

送付



- 27 -開示書類提出者向け 説明会資料

２－３．６２－３．６ ファンドの登録についてファンドの登録について

「ファンドの登録」について説明します。
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２－３．６２－３．６ 新規にファンドを登録する場合新規にファンドを登録する場合

ファンド（特定有価証券）を新規に登録する場合の手順は、以下のとおりです。

ファンド情報を記載した「ファンド概要書」をCSVファイルで作

成します。

ファンド概要書の作成

①で作成した「ファンド概要書」をEDINETへ登録します。

ファンド情報の登録

ファンドコードが付与されます。

ファンドコードの取得
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２－３．７２－３．７ サブユーザの登録についてサブユーザの登録について

「サブユーザの登録」について説明します。
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書類の提出は
できません。

書類の提出が
できます。

２－３．７２－３．７ マスタユーザとサブユーザマスタユーザとサブユーザ

「開示書類等提出者」は大きく分けて、2つのタイプがあります。
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休休 憩憩



- 32 -開示書類提出者向け 説明会資料

２－３．８２－３．８ 提出書類データの作成について提出書類データの作成について

「提出書類データの作成」について説明します。
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２－３．８２－３．８ 提出書類データの作成について提出書類データの作成について

新EDINETでは、提出書類データの作成は、現行EDINETと同様にHTMLベースで
行います。一部の様式は、財務諸表部分をXBRLデータで提出します。

HTML

XBRL

平成20年4月1日以降開始された事業年度等に対する
報告書に対して適用されます。
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２－３．８２－３．８ 様式と様式とHTMLHTMLおよびおよびXBRLXBRLの全体像の全体像

HTMLの作成範囲とXBRLの全体概要について、「企業内容等の開示に関する内閣

府令 第三号様式」を例に説明します。

【表紙】
【提出書類】
有価証券報告書

第一部【企業情報】
第1【企業の概況】

・・・・

第5【経理の状況】

・・・・

1.【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】
・・・・

⑤【連結附属明細表】
・・・・

2.【財務諸表等】
(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】
・・・・

④【附属明細表】
(2)【主な資産及び負債の内容】
(3)【その他】

・・・・

財務諸表 以外
（表紙）

財務諸表 以外

財務諸表 以外

財務諸表 以外

財 務 諸 表 本体

財 務 諸 表 本体
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①有価証券報告書等の ＸＢＲＬデータ
をアップロード（送信）

提出者提出者 新ＥＤＩＮＥＴ新ＥＤＩＮＥＴ

送信送信
ＸＢＲＬデータ ＸＢＲＬデータ

確認確認

変換

ＨＴＭＬデータ

②②

③ＨＴＭＬデータの表示内容 を確認
後、本登録（提出）を行う

２－３．８２－３．８ ＸＢＲＬデータの確認（ＸＢＲＬデータの確認（XBRLXBRLから生成されるから生成されるHTMLHTMLについて）について）

新EDINETでは、XBRLデータから自動で表示用のＨＴＭＬデータを生成します。

提出者は、ＨＴＭＬの表示内容を確認し、本登録を行います。
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２－３．８２－３．８ 表示情報ファイルについて表示情報ファイルについて

XBRLデータを提出する場合は、「表示情報ファイル」の提出が必要です。

「表示情報ファイル」には、作成したXBRLデータをEDINET上でHTML変換する際に、
EDINETタクソノミでは定義していない表示条件を定義します。

「表示情報ファイル」は、XML形式で作成します。

表示情報ファイル
XML

XBRL
データ

XBRL
データ

XBRL
データ
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２－３．８２－３．８ 表示情報ファイルの設定例について表示情報ファイルの設定例について

表示情報ファイルに表示情報を設定すると、財務諸表等に以下のように反映されま
す。

《表示情報ファイル設定例》

《財務諸表例》

<StatementInformation> 
<StatementID>http://www.edinet.go.jp/jp/fr/gaap/role/ConsolidatedBalanceSheets</Stateme
ntID> 
<FileName>0105010</FileName> 
<Language>ja</Language> 
<Header> 

<HeaderValue></HeaderValue> 
<HeaderValue>１【連結財務諸表等】</HeaderValue> 
<HeaderValue>（１）【連結財務諸表】</HeaderValue> 
<HeaderValue>①【連結貸借対照表】</HeaderValue> 

</Header> 
<ColumnName> 

<ColumnValue>前連結会計年度</ColumnValue> 
<ColumnValue>（平成 18 年 3 月 31 日）</ColumnValue> 

</ColumnName> 
<ColumnName> 

<ColumnValue>当連結会計年度</ColumnValue> 
<ColumnValue>（平成 19 年 3 月 31 日）</ColumnValue> 

</ColumnName> 
<DecimalScale>（単位：百万円）</DecimalScale> 
<SplitMaxSize>40</SplitMaxSize> 
<SplitMinSize>30</SplitMinSize> 
<SplitDepth>1</SplitDepth> 

</StatementInformation> 

XBRLデータ

紐付け
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２－３．８２－３．８ 提出用書類フォルダの構成提出用書類フォルダの構成

書類提出時の主なフォルダ構成は以下のとおりです。

edinet_data

① 本文を保存PublicDoc

② 監査報告書を保存AuditDoc

③ 代替書面・添付文書を保存AttachDoc

④ XBRLを保存XBRL
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企業別タクソノミ

報告書インスタンス

２－３．８２－３．８ XBRLXBRLの提出についての提出について

XBRLデータを提出する場合は、以下のようなフォルダを作成し、各種XBRLデータを

保存します。

インスタンスファイル
.xbrl

スキーマファイル
.xsd

【日本語による書類提出の場合】

XBRL

PublicDoc

リンクファイル
.xml

表示情報ファイル
.xml
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２－３．８２－３．８ 提出書類データ作成時の変更点について提出書類データ作成時の変更点について

現行EDINETと新EDINETとの主な違いは以下のとおりです。

HTML4.01で記述－推奨HTML3

1ファイル／1MB1ファイル／100KB以下ＨＴＭＬファイルのファイルサイズ7

1ファイル／5MB1ファイル／1000KB以下PDFファイルのファイルサイズ8

財務諸表本体部分（注記等を除く）はXBRLで
作成。

－（提出書類は全てＨＴＭＬで作成）XBRLデータの作成2

本文HTMLファイル名は「目次１階層(2桁半角
数字) +2階層(2桁半角数字) +連番(000から
の3桁半角数字)+_任意名.htm」とする。

本文ファイル名は名称ソート順で表示される
ため、順番に名称を振る。

本文HTMLファイル名の
設定方法

4

9

6

5

1

No

システムでの事前チェックを実施。また、シス
テムでの事前チェック可能時間を延長。

原則オンラインチェック。専用プログラムを
ダウンロードし、オフラインにてフォーマット
チェック可能。

事前フォーマットチェック

UTF-8
※現行EDINET用に作成したデータを使用す

る場合は文字コードの変換が必要

S-JISHTMLファイルの文字コード

0000000_header.htm000_header.htm表紙ファイル名

各フォルダは提出者自身で作成し、作成先は
任意。

「提出トレイの作成」を行い、各フォルダが自
動生成され、作成先は固定。

提出用書類フォルダの構成

新EDINET現行EDINET変更点
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２－３．９２－３．９ 書類提出の全体フローについて書類提出の全体フローについて

「書類の提出」について説明します。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
環
境
の
設
定

登
録
届
出

サ
ブ
ユ
ー
ザ
の
登
録

フ
ァ
ン
ド
の
登
録

提
出
書
類
デ
ー
タ
の
作
成

書
類
の
提
出

提
出
者
情
報
の
補
完

新
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
コ
ー
ド
の
確
認

Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
を
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
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２－３．９２－３．９ 書類提出の手順について書類提出の手順について

書類提出の操作は、以下のような手順になります。

５．本登録
提出書類データをEDINETに提出します。

４．内容確認
書類提出前に、提出書類の内容を確認します。

３．事前チェック ・仮登録
EDINETへアップロードした提出書類データのフォーマットチェックを行い、仮登録します。

２．提出書類の指定（アップロード）
作成したHTMLファイルやXBRLデータをEDINETへアップロードします。

１．ヘッダ作成
府令・様式選択後、提出書類データの書類情報（ヘッダ情報）をEDINET上に作成します。
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２－３．９２－３．９ 提出書類ヘッダ作成について提出書類ヘッダ作成について

提出書類のヘッダ作成を説明します。

１．ヘッダ作成

２．提出書類の指定（アップロード）

３．事前チェック・仮登録

４．内容確認

５．本登録
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２－３．９２－３．９ 提出書類の指定（アップロード）から仮登録まで提出書類の指定（アップロード）から仮登録まで

提出書類の指定（アップロード）から仮登録までを説明します。

１．ヘッダ作成

２．提出書類の指定（アップロード）

３．事前チェック・仮登録

４．内容確認

５．本登録
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２－３．９２－３．９ 書類提出の内容確認から本登録について書類提出の内容確認から本登録について

提出書類の内容確認について説明します。

１．ヘッダ作成

２．提出書類の指定（アップロード）

３．事前チェック・仮登録

４．内容確認

５．本登録
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２－３．９２－３．９ 書類提出の本登録について書類提出の本登録について

提出書類の本登録について説明します。

１．ヘッダ作成

２．提出書類の指定（アップロード）

３．事前チェック・仮登録

４．内容確認

５．本登録
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２－４．書類の閲覧２－４．書類の閲覧
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２－４．１２－４．１ 書類の閲覧書類の閲覧

書類を検索する方法は、以下のとおりです。

提出者情報からの検索

提出者検索 ファンド検索

書類情報からの検索

提出書類検索 全文検索

発行者情報からの検索

発行者検索



① 検索条件を指定します。



② 検索結果を選択します。



③ 検索結果を選択します。



④ 書類内容が表示されます。
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